
初めて求人を出された事業主の方へ



　※参照してください（大阪労働局ＨＰ）

　　　　★労働保険事務組合とは

　※検索ボックスへ上のように入力してください。

　　　　★労働保険未手続事業一掃推進員とは

　※検索ボックスへ上のように入力してください。

検　　　索労働保険事務組合制度　　大阪労働局　　　　　　　　　　 ×

労働保険未手続事業一掃推進員とは　　大阪労働局　　 × 検　　　索

厚生労働省が委託した労働保険未手続事業一掃推進員が説明に伺う事があります！

労働保険制度においては、原則として労働者を一人でも雇用する事業主は、すべて

労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、

労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担及び労働者の福祉の向上等の観点から

重要となります。

このため、厚生労働省は、労働保険（労災保険・雇用保険）の未手続事業場の解消に

当たり、 「労働保険未手続事業一掃業務」 を一般社団法人 全国労働保険事務組合

連合会に委託して、未手続事業場の解消を図っております。

大阪労働局でも、一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 大阪支部と連携して、

未手続事業場の解消を図っており、労働保険事務組合の労働保険未手続事業一掃推進

員が個別に訪問して、労働保険の加入確認及び制度説明の件について、ご連絡させて

いただくことがあります。

○労働保険未手続事業一掃業務に関するお問合せ先

大阪労働局 総務部 労働保険適用・事務組合課 （労働保険未手続事業場担当）

T E L （ ０ ６ ） ４ ７ ９ ０ － ６ ３ ５ ０

○労働保険未手続事業一掃推進員に係るお問合せ先

一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 大阪支部

T E L （ ０ ６ ） ６ ９ ６ ６ － ３ ７ ０ ７


